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「令和七年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに
対し適用すべき措置の指定に関する政令」について

令和 8年 3月13日 内閣府政策統括官（防災担当）

　「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に
関する法律」に基づき、下記のとおり、当該災害を
激甚災害として指定し、併せて当該災害に対する適

用措置を指定する政令が ３月10日（火）に閣議決定さ
れ、本日（ ３月13日（金））公布・施行されましたの
で、お知らせいたします。

１ ．激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定 ※「◎」は指定済みの災害

激　　甚　　災　　害 対 象 区 域
適 用 措 置

法 3条
法 4条

令和 ２年 ７月 ７日から令和 ７年 １月23日までの間の地滑り 愛 媛 県 伊 予 市 ○

令和 ３年 ８月14日から令和 ７年 １月 ８日までの間の地滑り 佐 賀 県 嬉 野 市 ○

令和 ３年 ８月14日から令和 ７年 ７月 ４日までの間の地滑り 佐賀県杵島郡江北町 ○

令和 ４年 ９月17日から令和 ７年 ４月14日までの間の地滑り 宮崎県東臼杵郡椎葉村 ○

令和 ４年 ９月20日から令和 ７年 ３月13日までの間の地滑り 高知県吾川郡仁淀川町 ○

令和 ７年 ４月17日及び同月18日の融雪 山形県西村山郡朝日町 ○

令和 ７年 ９月30日及び10月 １ 日の豪雨 北海道白老郡白老町 ○

令和７年10月８日から同月13日までの間の暴風雨 東 京 都 八 丈 町 ◎

２ ．適用措置の概要
○　公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財

政援助（法第 ３条、第 ４条）
　公共土木施設の災害復旧事業等について、公共
土木施設災害復旧事業費国庫負担法等の根拠法令
等に基づく通常の国庫補助率を嵩上げ
（過去 ５か年の実績の平均では公共土木施設等は
71％→84％に嵩上げ）

３ ．スケジュール
　 ３月10日（火）　閣議決定
　 ３月13日（金）　公布・施行
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激甚災害指定により適用される措置の概要
（第 ３・ ４条）公共土木施設災害復旧事業等

＜通常の災害時の措置＞　（公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法等）
○公共土木施設（河川・海岸・砂防設備・道路・港湾・漁港・水道・下水道・公園等）、公立学校、公営住宅、生活保護・
児童福祉・老人福祉・障害者福祉等の施設の災害復旧事業、都道府県等が行う感染症予防事業、流入した土砂等や浸水
の排除事業等が対象
○公共土木施設災害復旧事業では、復旧費用の自治体の標準税収入に対する割合に応じ、段階的に国庫負担率を嵩上げ
○補助率　　71％（地方負担分への交付税措置を加えると９８．6％）
　　　　　　　　（過去 ５カ年の実績の平均）

＜激甚災害指定時の措置＞
○補助率等を嵩上げ　　71％ ⇒ ８4％（地方負担分への交付税措置を加えると９９．２％）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（過去 ５カ年の実績の平均）
　 ※プール計算方式　（個別事業ごとに補助率を嵩上げするのではなく、各事業の地方負担額を合計し、地方公共団体の
　　　　　　　　　　　標準税収入に応じて一部を国が負担）

※激甚災害の措置は、いずれも一定以上の被害が生じた場合に適用され、その程度、範囲等は政令で定める基準に基づく。
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　令和 ７年に激甚災害として指定された ９災害の被災地方公共団体35市町村※（次ページ）に対し、
河川・道路などの国土交通省所管公共土木施設災害復旧事業費の特別財政援助を行います。
　これにより、通常の国庫負担（約301億円）に加え、約40億円の国庫負担の嵩上げを措置し、嵩
上げ後の国庫負担率は83.9％となります。

※　激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和三十七年法律第百五十号）に基づく「特定地方公共団
体」に該当した場合は、特別財政援助を行うこととなっています。

いのちとくらしをまもる 防災減災

激甚災害の指定に伴う特別財政援助を行います
～国土交通省関係では、35市町村を対象に　　　　　　

　　　　　約40億円の国庫負担を措置、国庫負担率83.9％へ～

令和 8年 3月13日 水管理・国土保全局防災課

○国土交通省所管公共土木施設災害復旧事業に係る国庫負担の嵩上げ額

激甚災害特例対象事業費 通常の国庫負担額 国庫負担の嵩上げ額 嵩上げ後の国庫負担額
（事業費に対する国庫負担率）

約406億円 約301億円 約40億円 約341億円
（83.9％）

※Ｒ8. 3 .13時点であり、今後変更があり得る。
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国管理の地下駐車場に関する浸水対策ガイドライン
（直轄地下駐車場）を策定しました
〜被害の未然防止と実効性のある浸水対策に向けて〜

令和 8年 3月 6日 道路局環境安全・防災課

　近年の短時間豪雨の頻発化・激甚化を踏まえ、全国の直轄地下駐車場における実効性のある浸水
対策をめざして、「国管理の地下駐車場に関する浸水対策ガイドライン（直轄地下駐車場）」を策定
しました。

　◯令和 ７年 ９月12日に、三重県四日市市では、観測
史上最大の時間雨量123.5㎜により、中心部に位
置する地下駐車場（くすの木パーキング）が浸水
し、274台の車両が被災しました。
◯今般、四日市の事案を踏まえて、全国の直轄地下
駐車場を対象に、浸水被害を未然に防止又は軽減
し、利用者の生命及び財産の保護並びに公共イン
フラとしての機能継続を図ることを目的として、
「国管理の地下駐車場に関する浸水対策ガイドラ
イン（直轄地下駐車場）」（以下、「本ガイドライン」
という。）を策定しました。
◯本ガイドラインでは、
①止水板の自動化や浸水センサー等による「浸水
防止技術の強化」

②閉鎖基準の設定や防災施設の点検結果の公表等
による「防災管理体制の強化」

③まちづくり防災との連携や合同訓練の定期実施

等の「地域との連携強化」
を基本方針として、実効性のある浸水対策を講じ
ることとしています。
◯今後、全国の直轄地下駐車場では、
・各地下駐車場で関係機関による協議会を設置
し、
・令和 ８年の出水期までに、閉鎖基準の検討や合
同訓練等を実施、
・令和 ８年内に、止水板の自動化や浸水センサー
の設置及び地域との連携等
を順次進め、全国の地下駐車場における浸水対策
の一層の強化を進めてまいります。
※本ガイドラインの概要は、別紙のとおりです。
※本ガイドラインの全文は、道路局のホームページ
に掲載しています。
https://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/
sesaku/ope_mente.html

国管理の地下駐車場に関する浸水対策ガイドライン（直轄地下駐車場）【概要】

((11)) 基基本本方方針針

• 人人力力対対応応にに依依存存ししなないい止止水水対対策策

• 浸水リスクの早期把握・早期判断

• 関係者の連携強化

１．はじめに

２．浸水防止技術の強化 ３．防災管理体制の強化 ４．地域との連携強化

((44)) 防防災災情情報報連連携携シシスステテムムのの整整備備

((55)) 排排水水ポポンンププ、、非非常常用用電電源源等等のの強強化化

((33)) 浸浸水水リリススククのの把把握握

• 内内水水氾氾濫濫、、河河川川洪洪水水、、高高潮潮、、津津波波による

浸水リスクをハザードマップ等を用いて整

理し、浸浸水水経経路路をを明明確確化化

((22)) 対対象象施施設設

• 国国がが設設置置・・管管理理すするる直直轄轄地地下下駐駐車車場場

• 地方公共団体等が設置・管理する地下駐

車場も参考に活用

((11)) 止止水水板板のの自自動動化化

• 嵩上げにより高さを確保し、不足分を

止水板で補完する構成を基本

• 止水板は水水位位にに応応じじてて自自動動的的にに起起伏伏

する機能を有するものを基本

((22)) 浸浸水水セセンンササーーのの配配備備

• 施設内外にセンサーを配備し、関係者

がリリアアルルタタイイムムでで浸浸水水状状況況をを把把握握

((33)) 貯貯留留機機能能のの確確保保

• 利利用用制制限限区区画画をを一一時時的的なな貯貯留留機機能能を

有する空間として活用 ((33)) 防防災災施施設設のの点点検検結結果果のの公公表表

• 止水板、排水ポンプ等の点検計画、結

果、修繕予定、代替措置の内容につい

て、時時期期、、方方法法、、実実施施者者をを明明確確にして、

原原則則年年１１回回以以上上公公表表

((11)) ままちちづづくくりり防防災災ととのの連連携携

• 周辺地域の都都市市基基盤盤整整備備等等とと連連携携し、

面的かつ総合的に推進

((22)) 地地域域住住民民ととのの連連携携

• 住住民民かかららのの通通報報や駐車場閉鎖情報の

商業施設での提供など協力体制構築

((11)) 浸浸水水リリススククにに応応じじたた閉閉鎖鎖基基準準

• 原則、防災気象情報のレレベベルル４４相相当当のの

段段階階でで閉閉鎖鎖

• レベル3相当の段階で、監視の強化や

閉鎖に向けた準備を確実に実施

((22)) 防防災災業業務務計計画画のの見見直直しし

• 閉鎖判断や防災対応全体の統括につ

いて、国国がが明明確確にに責責任任主主体体となること

を基本

• 避難確保・浸水防止計画と整合

((33)) 合合同同訓訓練練のの定定期期実実施施

• 出出水水期期前前にに年年11回回以以上上、関係者（国・事

業者・自治体・地域）で実施

• 設備が不作動の場合を想定した訓練も

含めて実施

((44)) 利利用用者者のの行行動動変変容容のの促促進進

• 平平時時かからら浸浸水水リリススククのの周周知知と災害時の

プッシュ型情報提供の導入

1

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001985250.pdf
https://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/sesaku/ope_mente.html
https://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/sesaku/ope_mente.html
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ポイント１

駐車場側

警告ランプ等

停電等のリスクを踏まえ、水水位位にに応応じじてて自自動動起起伏伏する

止水板を基本

浸水防止技術の強化：止水板の自動化

浸水センサー

止水板作動時の利用者安全に十分配慮した構造・運用を一体的に検討

「かさ上げ」を可能な限り実施

不足分の高さを止水板で補完

3

【参考】 全国直轄地下駐車場の浸水リスク（ハザードマップでの確認結果）

津波高潮洪水内水所在地駐車場名

――○○北海道札幌市中央区北一条地下駐車場①

○○○―青森県青森市長島地下駐車場②

―――○福島県福島市平和通り地下駐車場③

――――茨城県水戸市泉町駐車場④

――○○東京都港区赤坂公共駐車場⑤

―――○東京都八王子市八日町地下駐車場⑥

○○○○神奈川県横浜市中区羽衣・伊勢佐木地下駐車場⑦

――○○静岡県静岡市葵区静岡駅前地下駐車場⑧

――○○愛知県名古屋市北区大曽根国道駐車場⑨

○○○○三重県四日市市四日市地下駐車場⑩

○○○○大阪府大阪市北区桜橋駐車場⑪

○○○○広島県広島市中区紙屋町地下駐車場⑫

――○○愛媛県松山市松山地下駐車場⑬

○―○―高知県高知市はりまや地下駐車場⑭

2
○：各市町村等が公表しているハザードマップにより、地下

駐車場出入口の浸水リスク有。（令和８年２月末現在）
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防災管理体制の強化：防災施設の点検計画・結果等の公表

対象施設 公表内容（止水板の例）

止水板、浸水センサー、排水ポンプ等の点検計画・結果・修繕予定・代替措置の内容について、時期や

実施者を明確にして、HP等で年1回以上公表する。

止水板(1) 浸水対策施設

浸水センサー

排水ポンプ

受変電設備(2) 電気関係施設

非常用発電機

消火設備(3) 防火施設

警報設備

排煙設備

避難誘導設備(4) 避難誘導用施設

放送設備

内容分類

車両用出入口：２か所、歩行者用
出入口：５か所

施設点検計画

R8.5（定期点検：年１回）時期

運営事業者実施者

作動状況、腐食・変形・劣化の有
無を確認

項目

R8.5時期点検結果

車両用出入口：１か所、歩行者用
出入口：１か所で修繕の必要

判定

車両用出入口部：ジャッキ部の腐
食により動作不良
歩行者用出入口①：板の変形

内容

R8.10時期修繕

国実施者

車両用出入口：ジャッキの更新
歩行者用出入口①：板の取り換え

内容

R8.6時期修繕ま
での代
替措置 国実施者

大雨時には簡易止水板を設置内容

ポイント３

5

防災管理体制の強化：地下駐車場の閉鎖基準の設定ポイント２

津波高潮洪水内水

津津波波警警報報LL４４  高高潮潮危危険険警警報報LL４４  氾氾濫濫危危険険警警報報
（上記は洪水予報河川、水位

周知河川は氾濫危険情報）

LL４４  大大雨雨危危険険警警報報
内水氾濫危険情報（水位周

知下水道）

防災気象情報等

南海トラフ臨時情報

（巨大地震警戒）

下水道整備水準の

時間雨量（mm/h）

原則閉鎖を判断する主な情報：住民に避難行動が求められる警戒レベル４ 相当の段階

津波高潮洪水内水

津津波波注注意意報報LL３３ 高高潮潮警警報報LL３３ 氾氾濫濫警警報報LL３３ 大大雨雨警警報報防災気象情報等

指定河川における水位上昇や氾濫注意水位への到達、下水道施設における水位上昇やポンプ稼働の増加、時間

雨量が下水道排水能力に近づいていることを示す予測・実測情報、地上部出入口周辺での冠水の兆候、浸水セン

サーの反応の兆候に加え、北海道・三陸沖後発地震注意情報や、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が発

表された場合も含め、総合的に判断

監視強化・閉鎖準備を判断する主な情報：高齢者避難等が求められる警戒レベル３ 相当の段階

※L４ 大雨危険警報等は、令和8年5月から新たに
運用が開始される予定の防災気象情報

人命の確保を最優先とする考えの下、各浸水リスクの特性に応じて、あらかじめ明確かつ実効性のある

基準を定め、躊躇なく的確かつ迅速に閉鎖

4
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https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo06_hh_000343.html

東日本大震災の対応・教訓を伝える
ショート動画を公開します

～15年目のいま、“忘れない”が防災を強くする～

令和 8年 3月10日 水管理・国土保全局防災課

　東日本大震災から15年の節目を迎えるにあたり、当時の被害の状況、国土交通省及び建設業の活
動等を、短い映像で分かりやすく伝えるショート動画を公開します。
　この取り組みは震災対応の教訓を未来につなぐとともに、日頃からの備えの重要性を広く国民の
皆さまにお伝えすることを目的としています。
　動画を通じて、次の災害への備えを考える機会としていただければ幸いです。

　
■【概　　要】
　・発災直後の対応（道路啓開など）
　・震災における建設業の活躍
　・災害伝承の取組
　などの要素を、10本のショート動画に短く簡潔に
まとめています。

■【公開方法】
　令和 ８年 ３月11日～20日の期間内、毎日 １本新た
な動画を公開します。
公開場所：国土交通省公式YouTube チャンネル・
公式Ｘほか
YouTube
　：https://www.youtube.com/user/mlitchannel
Ｘ：https://x.com/MLIT_JAPAN

■【イメージ】

YouTube Ｘ
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https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo05_hh_000263.html

地下空間を活用した治水施設事例集を公開します
～新たな治水対策による浸水被害軽減に向けて～

令和 8年 3月 2日 水管理・国土保全局治水課

　「浸水被害軽減に向けた地下空間活用のあり方」に関する提言を踏まえ、河川の地下空間の縦断
方向の活用、他事業連携の推進、河川区域以外の施設とのネットワーク化に資する資料として「浸
水被害軽減に向けた地下空間を活用した治水施設事例集」を公開します。

　

　国土交通省では、新たな治水対策の一つとして、
河川等の地下空間を活用した治水施設の効率的な整
備や維持管理に向け、最新の技術的知見の集積を目
的に、令和 ５年 ３月に「浸水被害軽減に向けた地下
空間活用勉強会」を設置し、令和 ６年 ６月に「浸水
被害軽減に向けた地下空間活用のあり方」に関する
提言がとりまとめられました。
　本提言を踏まえ、このたび、河川の地下空間の縦
断方向の活用、他事業連携の推進、河川区域以外の
施設とのネットワーク化の推進を図るため、先進的
に設計・整備された全国の事例を収集・整理し、「浸
水被害軽減に向けた地下空間を活用した治水施設事
例集」をとりまとめましたので、お知らせします。

　事例集は、以下の国土交通省ウェブサイトに公開
しています。
https://www.mlit.go.jp/river/pamphlet_jirei/
pdf/chika-kukan_jirei.pdf

・提言の概要については別紙をご参照ください。
・提言の本文及び勉強会については、以下のウェブ
サイトからご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/
chika_benkyoukai/index.html

　また、施工や維持管理も踏まえた基準類の充実に
向け、令和 ８年 １月に「河川砂防技術基準設計編第
１章河川構造物の設計第10節トンネル構造による河
川」を改定したところであり、浸水被害軽減に向け、
引き続き、地下空間を活用した治水対策を推進して
いきます。

・河川砂防技術基準設計編については、以下のウェ
ブサイトからご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/
gijutsu/gijutsukijunn/sekkei/index.html

https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo05_hh_000263.html
https://www.mlit.go.jp/river/pamphlet_jirei/pdf/chika-kukan_jirei.pdf
https://www.mlit.go.jp/river/pamphlet_jirei/pdf/chika-kukan_jirei.pdf
https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/chika_benkyoukai/index.html
https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/chika_benkyoukai/index.html
https://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/gijutsu/gijutsukijunn/sekkei/index.html
https://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/gijutsu/gijutsukijunn/sekkei/index.html
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「浸水被害軽減に向けた地下空間活用のあり方」 に関する提言概要

○ 激甚化・頻発化する水災害に備えるため、全国の各水系では河川整備基本方針等の見直しを行っているが、新た

な河道掘削等の治水対策は、一定の限界があることも想定される。

○ 河道掘削等に代わる治水対策として、河川の地下空間を活用することは有効な対策と考えられるが、現在の活用

状況は限定的である。

○ 国土交通省では、令和５年３月に「浸水被害軽減に向けた地下空間活用勉強会」を設置し、議論を重ね、洪水調節

機能の強化策や、河道の流下能力の増加策が限界となりうる河川における、新たな治水対策の一つとして、河川

の地下空間の活用促進に関する、７つの推進策の提言がなされた。

概要

【推進策①】河川の地下空間の縦断方向の活用
• 先行整備事例の設計における工事の配慮事項や管理手法等の収集、整理、周知 等
【推進策②】河川地下空間利用のマネジメント
• 都市部など、様々な利用との輻輳が想定され、かつ、河川管理者が治水対策として地下空間の活用を想定する河
川をモデルとして、地下空間のゾーニングを検討

【推進策③】他事業連携の推進
• 他の施設との共同整備の事例（費用負担含む）の整理、周知。施設運用の調整項目の整理、ルール化 等
【推進策④】河川区域以外の施設とのネットワーク化
• 河川と河川区域外の既存施設の連結、他の施設（地下空間含む）に新たな貯留機能を確保する際の課題と対応策
について整理、周知 等

【推進策⑤】既設構造物に対する安全確保の技術向上
• 施工時におけるモニタリング方法や基準の充実
【推進策⑥】施工・維持管理も容易な構造
• 施工や維持管理も踏まえた基準類の充実
【推進策⑦】技術力の伝承
• 技術相談窓口設置、自治体への技術的・人的支援 等

提言（推進策）
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地方公共団体の道路除雪費支援に
過去最大の支援を実施
～今冬の道路除雪費用を追加配分～

令和 8年 3月19日 道路局環境安全・防災課

２ 月２７日

更なる追加支援に向け地方公共団体の除雪費の
執行状況等の聞き取り開始

3月上旬

地方公共団体からの聞き取り結果とりまとめ

3月19日（今回）

聞き取り結果を踏まえ、更なる追加支援を実施

　この冬は、 １月下旬以降の大雪により、各地で平
年を大きく上回る積雪を記録しております。このた
め、既に多くの地方公共団体で、年度当初に配分さ
れた除雪費を上回る執行状況となっており、追加の
財政支援について大変多くの要望を頂いているとこ
ろです。
　こうした状況を踏まえ、国土交通省では、 ２月２７
日から地方公共団体に対し、年度末までの除雪費用
の執行見込みなどについて聞き取りを行ってまいり
ました。
　その結果を踏まえ、今回、令和 ７年度当初予算を
活用した追加配分として約１８１億円、さらに追加的
な支援として予備費約３７７億円を措置し、これらを
あわせ、道路除雪費として地方公共団体に過去最大
となる約５５８億円を支援いたします。
　国土交通省としては、引き続き、地方公共団体へ
の財政支援とともに、除雪機械の貸与やスクラム除
雪など現場レベルの支援にも取り組み、地域の安全・
安心な暮らしと経済活動を支える冬期の道路交通の
確保に万全を期してまいります。

・道府県・政令市： ２６自治体� 国費３３２億円
・市町村　　　　：４００自治体� 国費２２６億円
　　　　　　　　　　　　� 合計 国費５５８億円

※当初保留分（道府県・政令市：１３３億円、市町村：４７億円）含む
※四捨五入の関係で、合計が一致しない場合がある

◯地方公共団体の道路除雪費の更なる追加支援に向
けた流れ
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単位：百万円

13,759 9,159 4,600

札幌市 1,903 532 1,371

4,804 2,164 2,640

2,889 2,133 756

682 580 102

仙台市 13 3 10

4,035 2,247 1,788

3,445 1,559 1,886

1,827 1,492 335

157 157 －

277 277 －

1,143 1,063 80

9,247 3,692 5,554

新潟市 389 82 306

1,826 1,021 805

2,462 1,215 1,247

1,877 1,507 370

2,050 1,153 897

833 724 109

1,105 649 456

京都市 56 56 －

879 449 430

1,012 915 97

467 323 144

532 369 163

468 308 160

55,783 33,156 22,627 (0)
※1　市町村の全国計には市町村指導監督事務費として国費9百万円（国費率１０／１０）を加算している
※2　四捨五入の関係で、合計と合わない場合がある。

令令和和77年年度度　　道道路路除除雪雪費費補補助助等等　　道道府府県県別別内内訳訳表表

【国費】

配分額合計
道府県・政令市 市町村

富山県

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

栃木県

群馬県

長野県

新潟県

全国計

石川県

岐阜県

福井県

滋賀県

京都府

兵庫県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県
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年度

過去 年平均

過去 年平均

令和７年度積雪寒冷地域の降雪状況 【令和８年3月11日時点】

R7 R8

※23道府県（103観測点）での
日降雪量の平均値

※「過去５年平均」は、23道府県
（103観測点）での日降雪量の
平均値を、R1～R5年度で平均。

5年比：0.95、10年比：1.04

今シーズン：294cm

令和７年度積雪寒冷地域代表箇所の降雪状況

5年比：1.28、10年比：1.27
今シーズン：504cm 5年比：1.19、10年比：1.27

今シーズン：653cm

5年比：1.11、10年比：1.12
今シーズン：592cm

北海道札幌市 青森県青森市 秋田県北秋田市
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https://www.mlit.go.jp/report/press/sabo02_hh_000164.html

　令和７年は、37の都道県で578件の土砂災害※が発生しました。
　梅雨期の少雨傾向が影響し、集計開始以降（S 57～R ６ ）の平均発生件数（1,116件）を下回る
水準でしたが、 ８月 ６日からの大雨による被害のほか、火山噴火や林野火災後の荒

こう

廃
はい

流
りゅう

域
いき

からの
土砂流出による被害など、多様な現象の影響による土砂災害が発生しました。

※　土石流等、地すべり、がけ崩れ。ただし火砕流は除く。

いのちとくらしをまもる 防災減災 砂防NEWS

令和 ７年の土砂災害発生件数を公表
〜令和 7年は多様な現象の影響による土砂災害が発生〜

令和 8年 3月31日 水管理・国土保全局砂防部保全課

◯令和 ７年は、37都道県で578件の土砂災害が発生
し、死者 ２名、人家被害241戸の被害が生じました。
◯発生件数としては、梅雨期の少雨傾向が影響し、
統計開始以降（S57～R ６ ）の平均発生件数（1,116
件）を下回る水準でしたが、 ８月 ６日からの大雨
による被害のほか、火山噴火や林野火災後の荒廃
流域からの土砂流出による被害など、多様な現象
の影響による土砂災害が発生しました。
◯ ６月に ７年ぶりに噴火した霧島山（新

しん

燃
もえ

岳
だけ

）では、
噴火後の ７月10日に、鹿児島県霧

きり

島
しま

市
し

の霧島川で
土砂災害（ １件）が発生しました。火山噴火後の荒
廃流域から、同年に土砂流出による被害が確認され

た事象としては平成12年の東京都三
み

宅
やけ

村
むら

以来です。
◯また、 ３月に昭和39年以降最大規模の林野火災が
発生した岩手県大

おお

船
ふな

渡
と

市
し

では、11月 １ 日の大雨で
土砂災害（ １件）が発生しました。林野火災後の
荒廃流域から、同年に土砂流出による被害が確認
された事象としては平成 ５年の高知県香

か

美
み

郡
ぐん

物
もの

部
べ

村
そん

（現香美市物部町）以来です。
◯令和 ７年の土砂災害に関する詳細情報は、国土交
通省HPをご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/
sabo/r7doshasaitop.html
【QRコードは右】

図　土砂災害発生件数の推移（S57～R ７ ）

https://www.mlit.go.jp/report/press/sabo02_hh_000164.html
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sabo/r7doshasaitop.html
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sabo/r7doshasaitop.html
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令和 7年度 水防専門家の派遣実績について

公益社団法人 全国防災協会

　当協会では、水防団・消防団、国土交通省OB等
を中心に水防技術に精通した専門家（R 8.3.31現在
58名）を派遣する制度を平成19年 2 月に創設しまし
た。水防団等への水防に関する知識、技能の向上を
支援するため、水防管理団体の要請に応じ水防訓練
の講師（縄結びやシート張工、月の輪工等の指導）
として派遣しています。令和 7年度は、15機関の要

表－ １　令和 7年度 水防専門家派遣実績 （令和 8年 3月31日現在）

請に対し、延べ33名（人・日）を派遣しています。
また、制度開始以来399機関の要請に対し、904名（人・
日）を派遣しています。

※水防専門家派遣制度の詳細については、当協会ホ
ームページ「水防専門家派遣制度」をご覧下さい。
https://www.zenkokubousai.or.jp/saigai_flood.html

NO. 派遣要請機関 派 遣 目 的 派 遣 場 所 派 遣 日 派遣回数 延　　べ
派遣者数 水防専門家名

1 旭川開発建設部 水防演習講師 北海道旭川市 R 7 . 5 .30
5 .31

2 2 坂　内　利　孝

2 滋賀県流域政策局 水防研修会講師 滋賀県守山市 4 .25 1 1 柗　永　正　光

3 滋賀県流域政策局 水防訓練講師 滋賀県大津市 5 .18 1 1 柗　永　正　光

4 出雲市消防団
斐川西部方面隊

水防講習会講師 島根県出雲市 5 .18 1 1 江　角　俊　明

5 鳥取県河川整備課 水防訓練講師 鳥取県鳥取市 5 .17〜18 2 10 永　田　瑞　穂
増　田　廣　利
山　本　康　夫
森　田　克　史
伊　藤　　　健

6 兵庫県河川整備課 水防技術講習会 兵庫県三木市 5 .30 1 2 柗　永　正　光
谷　田　登志晴

7 出雲河川事務所 水防訓練講師 島根県出雲市 6 . 1 1 5 江　角　俊　明
犬　山　　　正
元　山　　　勉
土　江　清　司
土　江　秀　治

8 島根県邑南町 水防訓練講師 島根県邑南町 6 . 8 1 1 江　角　俊　明

9 尼崎市 水防工法指導 兵庫県尼崎市 5 .27 1 2 柗　永　正　光
諸　留　幸　弘

10 茨城県境工事事務所 水防講習会講師 茨城県古河市 6 .15 1 1 杉　田　昭　一

11 函館開発建設部 水防技術講習会講師 北海道今金町 6 .18 1 1 後　藤　定　輝
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表－ ２　水防専門家 これまでの派遣実績 （令和 8年 3月31日現在）

NO. 派遣要請機関 派 遣 目 的 派 遣 場 所 派 遣 日 派遣回数 延　　べ
派遣者数 水防専門家名

12 帯広開発建設部
池田河川事務所

水防技術講習会講師 中川郡池田町 9 .19 1 2 平　野　正　則
増　田　宏　幸

13 岡山県玉野市消防団 水防訓練講師 岡山県玉野市 12. 7 1 2 湯　浅　丈　司
佐　藤　敦　司

14 山形県新庄市 水防講習会講師 山形県新庄市 10.19 1 1 齊　藤　　　明

15 留萌開発建設部
幌延河川事務所

水防技術講習会講師 天塩郡幌延町 11.25 1 1 石　澤　　　寛

計 15 17 33

年　度 派遣先機関数 派遣回数 延べ人数
（人・日） 備　　　　　考

１９年度 14 14 28 中国地方整備局　河川管理課　ほか

２０年度 27 28 60 関東地方整備局　甲府河川国道事務所　ほか

２１年度 27 32 65 四国地方整備局　高知河川国道事務所　ほか

２２年度 22 25 50 四国地方整備局　徳島河川国道事務所　ほか

２３年度 24 26 49 滋賀県土木交通部流域政策局　ほか

２４年度 19 19 41 鳥取県　ほか

２５年度 20 23 51 北海道開発局網走開発建設部　ほか

２６年度 24 25 43 新潟県妙高市　ほか

２７年度 30 34 68 青森県　ほか

２８年度 28 34 65 新潟県消防学校　ほか

２９年度 32 43 83 埼玉県大里郡利根川水防予防組合　ほか

３０年度 27 41 78 九州地方整備局八代河川国道事務所　ほか

元年度 23 35 71 福島県　ほか

２年度 5 5 7 北陸地方整備局金沢河川河川国道事務所　ほか

３年度 7 11 13 加須市・羽生市水防事務組合　ほか

４年度 15 27 30 山形県遊佐町　ほか

５年度 20 24 39 尼崎市　ほか

6年度 20 21 30 出雲市消防団斐川東部方面隊　ほか

７年度 15 17 33 岡山県玉野市消防団ほか

計 399 484 904

※制度の発足は平成１９年 ２ 月
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令和 7年度災害復旧技術専門家の派遣実績について

公益社団法人 全国防災協会

　災害復旧技術専門家派遣制度は、平成15年11月に
発足し、被災現地への派遣や各機関（団体）が開催
する災害復旧事業関係の講習会・研修会に災害復旧
技術専門家を講師として派遣しています。
　これまで延べ４７４機関（団体）に1,194人・日を派
遣しました。（令和 8年 3月３１日現在）。
　令和 ７年度は、熊本県の要請に基づき令和 ７年 ８
月豪雨により河川・道路が被災した氷川町に ４名の
派遣、また青森県の要請に基づき12月 ８ 日の青森県
東方沖地震により道路が被災した岩手県軽米町に ３
名を被災現地に派遣し、復旧工法や災害申請にあた
っての留意点等のアドバイスを行いました。

　講習会等への派遣では、国の職員に対して災害査
定官育成講習、県等の職員に対して災害復旧事業の
申請のポイント等をアドバイスする災害査定研修、
市町村等の自治体の職員やコンサルタント等の技術
者に対して災害復旧事業制度や復旧工法等について
講習し、災害復旧担当者のスキルアップを支援して
います。
（TEC-FORCEが出動した大規模災害で、被災自治
体から本省防災課に要請があり、防災課が必要と判
断した場合は全国防災協会の経費により無償で技術
専門家を派遣します。講習会等への派遣は要請機関
に交通費等の実費を負担いただいております。）

表－ 2　令和 7年度 災77害復旧技術専門家派遣（講習会等） （令和 8年 3月31日現在）

表－ １　令和 7年度 災害復旧技術専門家派遣（現地派遣） （令和 8年 3月31日現在）

No 派遣要請機関 派遣目的 派遣場所 派 遣 日 派遣回数 延　　べ
派遣者数 技術専門家名 備　　　考

1 岩手県（軽米町） 技術的助言 岩 手 県
軽 米 町

R 7 .12.25
1 3

加　藤　　　孝
古　川　哲　治
野　中　　　聡

青森県東方沖
地震

2 熊本県（氷川町） 技術的助言 熊 本 県
氷 川 町

R 7 . 9 .17

1 4

後　藤　信　孝
与　那　嶺　淳
山　本　　　幸
藤　原　史　武

R 7年 8月豪雨

計 ２ ２ 2 7

No 派遣要請機関 派遣目的 派遣場所 派 遣 日 派遣回数 延　　べ
派遣者数 技術専門家名 備　　　考

1 東北地方整備局 災害査定官育成 宮 城 県
多賀城市

①R 7 . 6 . 3
②R 7 . 6 . 4

2 8 大　利　泰　宏
本　田　保　惠
槻　山　敏　昭
加　藤　　　孝

2 東北地方整備局 災害査定官育成 秋 田 県
由利本荘市

R 7 .10.27
-28

2 8 戸　嶋　　　守
佐　藤　正　明
成　田　秋　義
槻　山　敏　昭

3 九州地方整備局 災害査定官育成 福 岡 県
久留米市

R 7 . 7 . 3 1 11 後　藤　信　孝
永　吉　修　平
川　内　　　学
松　本　親　久
矢　野　　　寬
秀　徳　典　穂
田　中　友　瑞
宮　原　幸　嗣
与那嶺　　　淳
藤　原　史　武
杉　山　光　徳
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No 派遣要請機関 派遣目的 派遣場所 派 遣 日 派遣回数 延　　べ
派遣者数 技術専門家名 備　　　考

4 遠賀川河川事務所 災害査定官育成 福 岡 県
直 方 市

R 7 . 6 .19 1 5 後　藤　信　孝
秀　徳　典　穂
杉　山　光　徳
宮　原　幸　嗣
田　中　友　瑞

5 遠賀川河川事務所 災害査定官育成 福 岡 県
直 方 市

R 8 . 2 . 5 1 5 後　藤　信　孝
田　中　友　瑞
秀　徳　典　穂
島　本　卓　三
矢　野　　　寛

6 筑後川河川事務所 災害査定官育成 福 岡 県
久留米市

R 7 .11. 6 1 4 後　藤　信　孝
松　本　親　久
杉　山　光　徳
宮　原　幸　嗣

7 長崎河川国道事務所 災害査定官育成 長 崎 市 R 7 . 9 .25 1 4 後　藤　信　孝
永　吉　修　平
山　口　　　隆
藤　原　史　武

8 阿蘇砂防事務所 災害査定官育成 熊 本 市 R 7 . 7 .30 1 4 後　藤　信　孝
松　本　親　久
杉　山　光　徳
与那嶺　　　淳

9 阿蘇砂防事務所 災害査定官育成 熊 本 市 R 8 . 1 .21 1 4 後　藤　信　孝
松　本　親　久
杉　山　光　徳
田　中　友　瑞

10 八代河川国道事務所 災害査定官育成 熊 本 県
八 代 市

R 7 . 8 . 4 1 6 後　藤　信　孝
松　本　親　久
杉　山　光　徳
与那嶺　　　淳
宮　原　幸　嗣
藤　原　史　武

11 菊池川河川事務所 災害査定官育成 熊 本 県
山 鹿 市

R 7 . 8 . 7 1 5 後　藤　信　孝
松　本　親　久
杉　山　光　徳
宮　原　幸　嗣
秀　徳　典　徳

12 大分河川国道事務所 災害査定官育成 大 分 県
大 分 市

R 7 . 6 .26 1 7 後　藤　信　孝
塩　月　淳　一
松　本　親　久
田　中　友　瑞
杉　山　光　徳
矢　野　　　寛
工　藤　浩一郎

13 大隅河川国道事務所 災害査定官育成 鹿児島県
肝 付 町

R 8 . 2 .12 1 4 後　藤　信　孝
永　吉　修　平
杉　山　光　徳
松　本　和　信

14 川内川河川事務所 災害査定官育成 鹿児島県
薩摩川内市

R 8 . 2 .18 1 5 後　藤　信　孝
松　本　和　信
宮　原　幸　嗣
与那嶺　　　淳
藤　原　史　武

15 （一財）北海道建設技術センター 災害査定研修 札 幌 市 R 8 . 3 . 3 1 1 藤　田　成　人
16 （公財）青森県建設技術センター 災害査定研修 弘 前 市 R 7 . 7 .16 1 1 小田桐　勝　則
17 岩手県 災害査定研修 奥 州 市 R 7 . 6 . 5

- 6
2 4 木　村　　　篤

菅　原　博　秋
18 宮城県 災害査定研修 宮 城 県

富 谷 市
R 7 . 7 .30 1 3 大　利　泰　宏

金　子　　　潤
高　橋　義　信

19 秋田県 災害査定研修 秋 田 市 R 7 . 6 . 6 1 1 小　松　　　武
20 福島県 災害査定研修 福 島 市 R 7 . 6 .25 1 1 渡　辺　宏　喜
21 茨城県 災害査定研修 水 戸 市 R 8 . 1 .28 1 7 海老根　　　隆

横　田　喜一郎
原　部　修　一
飯　村　信　夫
柏　谷　　　聡
鈴　木　　　敬
磯　　　忠　男

22 埼玉県 災害査定研修 さいたま市 R 7 . 5 .21 1 1 大　野　康　夫
23 神奈川県 災害査定研修 横 浜 市 R 7 .10. 7 1 4 網　倉　　　孝

小　内　　　薫
久　保　　　徹
鶴　木　拓　也
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No 派遣要請機関 派遣目的 派遣場所 派 遣 日 派遣回数 延　　べ
派遣者数 技術専門家名 備　　　考

24 富山県 災害査定研修 富 山 市 R 7 . 8 . 8 1 1 中　村　信　悟
25 徳島県 災害査定研修 徳 島 市 R 7 . 6 . 3 1 1 九十九　　　聡
26 福岡県久留米市 災害査定研修 福 岡 県

久留米市
R 7 . 6 .27 1 6 後　藤　信　孝

田　中　友　瑞
永　吉　修　平
宮　原　幸　嗣
松　本　親　久
杉　山　光　徳

27 北海道建設技術センター 災害復旧事業講習 札 幌 市 R 7 . 7 .29 1 2 通　岩　　　公
榑　林　基　弘

28 （一社）青森県測量設計コンサ
ルタント協会

災害復旧事業講習 青 森 市 R 7 . 7 .22 1 1 工　藤　繁　明

29 （一社）岩手県測量設計業協会 災害復旧事業講習 盛 岡 市 R 7 . 8 .21 1 4 小田島　公　一
佐々木　範　喜
野　中　　　聡
菅　原　博　秋

30 （一社）関東地域づくり協会 災害復旧事業講習 東 京 都
北 区

R 7 . 7 .18 1 1 小　幡　　　宏

31 （公財）徳島県建設技術センター 災害復旧事業講習 徳 島 市 R 7 . 7 .17 1 1 九十九　　　聡
32 （一社）九州地域づくり協会 災害復旧事業講習 福 岡 市 R 7 . 6 .18 1 1 後　藤　信　孝
33 （一社）九州地域づくり協会 災害復旧事業講習 福 岡 市 R 8 . 1 .29 1 1 後　藤　信　孝
34 全測連九州地区協議会 災害復旧事業講習 ①福岡市

②熊本市
①R 7 . 6 . 2
②R 7 . 6 . 9

2 2 後　藤　信　孝

35 協同エンジニアリング㈱ 災害復旧事業講習 大 分 市 R 6 . 6 . 5 1 1 後　藤　信　孝
計 ３５ ３６ 39 125

表－ 3　これまでの派遣実績 （令和 8年 3月31日現在）

年　度 派遣先機関数 派 遣 回 数 派遣箇所数 延べ員数
（人・日） 備　　　　　考

１６年度 6 11 266 94 新潟県中越地震　ほか
１７年度 8 8 9 8 静岡県地すべり　ほか
１８年度 12 12 12 13 静岡県台風第１３号　ほか
１９年度 15 15 15 15 宮崎県梅雨前線豪雨及び台風第 ４号　ほか
２０年度 18 19 29 24 京都府地すべり調査　ほか
２１年度 18 18 18 23 岡山県地すべり調査　ほか
２２年度 17 17 22 30 千葉県液状化調査　ほか
２３年度 22 25 28 65 茨城県東日本大震災　ほか
２４年度 28 21 31 132 ７ 月九州北部豪雨　ほか
２５年度 15 19 28 27 岩手県 ８月 ９日豪雨　ほか
２６年度 9 10 9 15 7 月 9 日豪雨（山形県、長野県）

8月広島豪雨　ほか
２７年度 13 18 18 37 9 月関東・東北豪雨

（宮城県、福島県、栃木県）　ほか
２８年度 25 32 32 58 4 月熊本地震

9月台風10号（北海道、岩手県）　ほか
２９年度 24 28 28 47 7 月九州北部豪雨（福岡県）　ほか
３０年度 22 28 28 48 西日本豪雨（H30. 7 豪雨）（愛媛県）　ほか
元年度 42 45 46 75 ８ 月の前線に伴う大雨（九州北部豪雨）、台風１９号　ほか
２年度 15 22 15 36 令和 ２年 ７月豪雨、福島県沖地震
3年度 18 23 18 39 令和 ３年梅雨前線豪雨
４年度 34 38 39 70 令和 ４年 ７月豪雨、令和 ４年 ８月豪雨
5年度 38 42 40 94 令和 5年 ７月豪雨、令和 5年 ８月豪雨

令和 6年能登半島地震
6年度 38 41 41 112 令和 6年 ７月豪雨
7年度 37 41 38 132 青森県東方沖地震
計 474 533 810 1,194
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林
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横　山

35-718

一　戸 菊　谷
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伊　藤
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阿　部 田　中

35-746 35-731

中　田

石　井

藤　田 萩　野

35-736 35-747

災害対策室

地震防災係 打合せスペース

　防 災 課 配 席 図

35-835

持　田

35-823

梶　原

35-833

平　野

35-824

35-762

竹　村

35-811

松　井

中　原

35-801

會　津

35-738

課長補佐

岡　沼 松　沢

35-825 35-834

益　子

35-772

髙　岡

35-733

秋　村

35-734

福　田 福　谷

35-836 35-729

田　代

小　林

35-712

岩　本

丹　野

井上（紗）加　藤

前　原 浦　川

35-737

35-843

35-74835-735

35-725 35-75235-713

牧之内岩　井須　藤

35-822

宮　本

35-74335-735

吉　津 松　元

35-802

服　部

中　山

35-744

米　田

35-832

防災課付

川原林

35-749

今回異動者：R8.4.1 現在 （前回掲載はR7.7月）

（近畿・北陸・中部）

（中部・東北・関東） （四国・東北・九州・沖縄） （九州・沖縄・北陸・中国）

（中国・北海道・四国） （北陸・関東・近畿） （関東・中国・九州・沖縄）

（北海道・東北・中部）

C

B

A

ふく 　 たに

あい 　　づ

すみ

よし 　　づ
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協会だより

令和 8年度　災害復旧実務講習会の
日程が決まりました

１．　開 催 日　令和 8年 5月18日㈪～19日㈫の
　　　　　　　 2日間
２．　会　　場　砂防会館別館シェーンバッハ・サボー

　東京都千代田区平河町 2− 7− 4
　TEL　03-3261-8386（代表）

３．　講義内容　別紙日程表（案）のとおり
４．　受講者数　50０名（お申込み受付は先着順とし、

定員になり次第、締め切ります。）

５．　受 講 費
　　◎会　員：１7,815円（受講費 ３,515円、

　　　　　テキスト代 14,300円）
　　◎非会員：１8,80０円（受講費 3,700円、

　　　　　テキスト代 15,100円）
6．　お申込み　当協会のホームページをご覧くださ

い。
7．　その他　CPD取得単位について
　この実務講習会の取得単位は、 2日間を一つのプ
ログラムとして認定を受けています。よって、 1日
のみの受講での認定はできませんので、取得を希望
される参加者はご注意ください。
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別紙

令和 8年度 災害復旧実務講習会日程表
� 於：東京都千代田区　砂防会館別館シェーンバッハ・サボー

月 　日

12:00 ～ 13:00 　受  付

公益社団法人全国防災協会

国土交通省 水管理・国土保全局

（第１日目）

5月18日

(月） 　　　災害対策調整官 新 井 田　 浩

　　　災害対策調整官 新 井 田　 浩

15:20 ～ 15:35 15 　休　憩

国土交通省 水管理・国土保全局 防災課

9:30 ～ 10:00 　受　 付

12:10 ～ 13:30 80 　昼　食 ・ 休　憩

（第２日目）

5月19日

(火）

15:05 ～ 15:20 15 　休　憩

閉　 講

※講師は、業務などの都合により変更する場合があります。

鹿児島県 土木部河川課 防災海岸係　

技術専門員 緒 方 庸 仁

副会長 上 総 周 平
13:00

矢 崎 剛 吉

13:50

15:35 ～

　災害復旧事業の技術上の実務について

　大規模災害時の災害査定の効率化（簡素化）

   及び事前ルール化について

　デジタル技術を活用した災害復旧について

国土交通省 水管理・国土保全局 防災課

基準係長 吉 津 幸 司

11:10 ～

14:40

16:45 ～ 17:35

　公共土木施設災害復旧事業の基本原則について

　災害査定の留意点について

15:20

国土交通省 水管理・国土保全局 防災課

総括災害査定官 内 田 剛 二

国土交通省 水管理・国土保全局 防災課

防災企画官

15:05

　改良復旧事業の取扱いと事業計画策定について
国土交通省 水管理・国土保全局 防災課

12:10
角 翔 平

15:50 30 　防災・減災対策等強化事業推進費について

国土交通省 水管理・国土保全局 防災課

災害監査係長 阿 部 洋 一

国土交通省 水管理・国土保全局 防災課

防災政策調整官 岩 井 聖

災害査定官 牧 之 内 洋 一

国土交通省 水管理・国土保全局 防災課

改良技術係長

～ 45

　主催者挨拶

～ 14:20

15

5

15

30

50

50

40

7016:45

 災害事務の取扱いについて②

　災害復旧事業費の精算と成功認定

13:20
国土交通省 水管理・国土保全局 防災課

磯 部 良 太
～ 　自然災害への備え・対応について

　災害復旧技術専門家派遣制度について

60

16:55

　「美しい山河を守る災害復旧基本方針」の概要について

13:05

講  師  名 （敬称略）

～

14:20

時 　間

課長補佐 益 子 修

13:50 ～ 14:40

　災害復旧事業の新たな取組について～ 15:20

 災害事務の取扱いについて①

　災害復旧事業制度の概要と災害復旧事業の予算

防災課長

～ 13:2013:05 　最近の自然災害と防災・減災の取組について

講　 　義　 　題　 　名

～

13:30

　二級河川網掛川水系網掛川　災害関連事業について

公益社団法人　全国防災協会

理 事 富 田 和 久

国土交通省 国土政策局 地方政策課 調整室　

課長補佐 青 木 朋 也

10:00 ～ 11:10

災害査定官

15:50 16:40～

一 戸 佳 充

50

70

50

～制度紹介と活動実績～

16:40 ～
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箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額

)004,6()2()004,6()2(

]020,855[]4[]020,855[]4[

北 海 道  546,736,9 631 000,73 2 546,004,9 331 000,002 1

>000,040,3<>8<>000,040,3<>8<

)000,01()2()000,01()2(

]012,56[]3[]012,56[]3[

青 森  012,166,5 16 012,082,3 32 000,183,2 83

[1] [765] [1] [765]

岩 手  490,196 61 567,54 2 000,17 2 000,002 1 923,473 11

>004,92<>2<>004,92<>2<

)002,31()1()002,31()1(

宮 城  257,254,1 14 000,05 1 000,006 1 257,208 93

]000,6[]1[]000,6[]1[

秋 田  079,748,51 622 000,003 2 079,745,51 422

<1> <4,000> <1> <4,000>

]391,601[]2[]000,51[]1[]391,19[]1[

山 形  373,350,2 61 000,91 2 081,383 2 391,154,1 4 000,002 8

福 島  715,685 6 966,725 1 848,85 5

(1) (5,000) (1) (5,000)

群 馬  006,17 4 000,01 2 006,16 2

埼 玉  974,22 1 974,22 1

千 葉  000,07 5 000,07 5

>000,000,1<>1<>000,000,1<>1<

]618,805[]4[]618,805[]4[

東 京  259,659,1 83 259,659,1 83

神 奈 川 1 14,000 1 14,000 

)008,5()1()008,5()1(

]003,032[]4[]000,441[]1[]003,68[]3[

新 潟  001,338,7 591 000,58 3 000,998 42 000,01 1 001,869,5 261 000,178 5

富 山  329,520,2 15 000,003 1 329,527,1 05

>000,002<>1<>000,002<>1<

)000,082()2()000,032()1()000,05()1(

]000,552[]2[]000,552[]2[

石 川  001,126,9 811 000,035 2 001,145,8 511 000,055 1

福 井  000,055,5 2 000,05 1 000,005,5 1

山 梨  000,01 1 000,01 1

]000,55[]2[]000,55[]2[

長 野  063,981,2 43 063,8 2 000,542 3 000,21 1 000,429,1 82

)000,06()1()000,06()1(

]000,72[]2[]000,72[]2[

岐 阜  703,769,51 833 000,16 9 009,642 9 000,960,8 551 775,882,1 31 038,103,6 251

)000,91()2()000,91()2(

静 岡  000,276,4 36 000,618,1 54 000,020,2 2 000,638 61

愛 知  007,304,1 14 007,813,1 83 000,58 3

(1) (6,000) (1) (6,000)

]411,6[]1[]411,6[]1[

三 重  775,140,2 85 000,6 1 000,54 4 775,099,1 35

滋 賀  000,47 2 000,47 2

[1] [13,000] [1] [13,000]

京 都  000,12 2 000,31 1 000,8 1

)000,13()1()000,13()1(

大 阪  000,13 1 000,13 1

奈 良  006,465 6 000,094 1 006,47 5

和 歌 山  006,543,2 15 000,054,1 5 006,598 64

鳥 取  009,749,1 9 000,007,1 1 000,402 5 009,34 3

>000,005<>1<>000,005<>1<

)000,02()2()000,01()1()000,01()1(

島 根  864,209,1 49 000,01 1 000,92 4 864,363,1 88 000,005 1

岡 山  512,527,2 211 453,591,1 16 168,925,1 15

広 島  584,115 25 584,115 25

)000,005()3()000,005()3(

山 口  000,773,3 721 000,773,3 721

徳 島  000,945 11 000,09 6 000,02 1 000,934 4

愛 媛  004,118,2 46 000,97 5 004,552 11 000,286,1 3 000,597 54

高 知  005,275,3 39 000,982,1 23 005,681 7 000,000,1 1 000,790,1 35

>000,04<>1<>000,04<>1<

]851,189[]01[]000,5[]2[]851,679[]8[

福 岡  172,408,8 571 000,5 2 000,051 1 172,946,8 271

佐 賀  000,805,2 05 000,33 2 000,078,1 4 000,506 44

<1> <30,000> <1> <30,000>

(1) (10,000) (1) (10,000)

長 崎  005,873,2 921 000,06 3 000,832 2 005,080,2 421

)000,391,1()8()000,391,1()8(

]462,951[]9[]462,951[]9[

熊 本  689,650,86 195,2 003,852,1 35 000,01 3 686,887,66 535,2

大 分  006,026,2 111 001,826 62 005,299,1 58

宮 崎  000,561,01 97 000,628 93 000,253 7 000,001 1 000,056,7 3 000,732,1 92

>000,03<>1<>000,03<>1<

]005,079[]21[]005,61[]4[]000,459[]8[

鹿 児 島  044,653,43 857 084,224,3 251 008,910,1 24 000,008 1 061,411,92 365

(1) (16,000) (1) (16,000)

沖 縄  000,604 2 000,61 1 000,093 1

]129,101[]1[]129,101[]1[

仙 台  129,101 1 129,101 1

静 岡  370,382 1 370,382 1

浜 松  000,593 5 000,593 5

岡 山  672,651 1 672,651 1

)000,56()1()000,56()1(

北 九 州  000,58 2 000,58 2

福 岡  000,53 3 000,53 3

]007,211[]2[]000,2[]1[]007,011[]1[

熊 本  007,584 41 000,2 1 007,384 31

>004,378,4<>71<>000,43<>2<>000,000,1<>1<>000,040,3<>8<>004,992<>5<>000,005<>1<

)004,042,2()03()000,772()6()000,91()2()000,06()1()000,01()2()004,478,1()91(

[42] [3,295,477] [1] [91,193] [1] [144,000] [3] [65,210] [4] [16,500] [4] [508,816] [6] [35,765] [61] [4,156,961]

8 2,121,000 5,098 178,869,154 30 19,373,193 41 8,670,757 29 3,461,210 349 12,839,354 402 12,033,132 41 3,282,794 5,998 240,650,594 

直 轄 計  955,264,8 35 895,501 6 317,264 4 000,831 2 842,657,7 14

合 計 8 2,121,000 5,139 186,625,402 30 19,373,193 41 8,670,757 29 3,461,210 351 12,977,354 406 12,495,845 47 3,388,392 6,051 249,113,153 

※上段（   ）内書は、公園分、［　　］内書は、水道・下水道分、<　　>内書は、港湾･港湾に係る海岸分である。 注意書き

補助計

合 計冬 期 風 浪 及 び 風 浪 豪 雨 地 す べ り 融 雪 地 震 梅 雨 前 線 豪 雨 台 風 そ の 他

令和 7年　発生主要異常気象別被害報告 令和 8年 2月27日現在（単位：千円）

※被害報告は、月 2回（15日、月末）国土交通省HPで公表。最新は下記をクリック
　https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/river/higaihoukoku.html
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箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額

新 潟  000,027 5 000,027 5

]000,5[]1[]000,5[]1[

奈 良  000,553 3 000,553 3

鳥 取  000,393 2 000,3 1 000,093 1

島 根  000,042 6 000,042 6

福 岡  000,002 1 000,002 1

鹿 児 島  002,125,6 2 002,125,6 2

]000,5[]1[]000,5[]1[

 002,924,8 91 000,342 7 002,664,7 7 000,027 5

直 轄 計  917,82 1 917,82 1

合 計  919,754,8 02 917,172 8 002,664,7 7 000,027 5

※上段（   ）内書は、公園分、［　　］内書は、水道・下水道分、<　　>内書は、港湾･港湾に係る海岸分である。 注意書き

補助計

合 計冬 期 風 浪 及 び 風 浪 豪 雨 地 す べ り 融 雪 地 震 梅 雨 前 線 豪 雨 台 風 そ の 他

令和 ８年　発生主要異常気象別被害報告 令和 8年 2月27日現在（単位：千円）

※被害報告は、月 2回（15日、月末）国土交通省HPで公表。最新は下記をクリック
　https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/river/higaihoukoku.html
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